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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第65期中 第63期 第64期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（百万円） 53,500 159,228174,901

経常利益又は経常損失(△)（百万円） △596 10,822 9,489

中間（当期）純利益又は中間(当期)純損失

(△)（百万円）
△528 3,080 2,152

中間包括利益又は包括利益（百万円） 9,862 － 2,707

純資産額（百万円） 23,226 19,549 21,589

総資産額（百万円） 123,465191,036193,239

１株当たり純資産額（円） 326.34 195.39 210.78

１株当たり中間（当期）純利益金額又は１

株当たり中間(当期)純損失金額(△)（円）
△7.49 43.45 30.48

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額（円）

＊２.

－
43.43 30.48

自己資本比率（％） 18.7 7.2 7.7

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
4,190 21,915 23,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△826 △25,665△14,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△6,975 7,253 △11,278

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残

高（百万円）
1,608 10,501 8,141

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）（人）

2,163

(674)

4,029

(847)

4,022

(908)
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第65期中 第63期 第64期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

売上高（百万円） 51,918 107,575115,023

経常利益又は経常損失(△)（百万円） △349 6,024 3,960

中間（当期）純利益又は中間(当期)純損失

(△)（百万円）
△305 1,458 743

資本金（百万円） 14,004 14,004 14,004

発行済株式総数（株） 70,586 75,750 70,845

純資産額（百万円） 25,234 17,625 17,443

総資産額（百万円） 121,809128,079123,083

１株当たり純資産額（円） 357.50 248.15 243.61

１株当たり中間（当期）純利益金額又は１

株当たり中間(当期)純損失金額(△)（円）
△4.32 20.57 10.53

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額（円）

＊２.

－

＊３.

－

＊３.

－

１株当たり配当額（円） 4.30 8.00 8.00

自己資本比率（％） 20.7 13.7 14.0

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）（人）

1,890

(613)

2,022

(568)

1,983

(586)

　（注）１．売上高には消費税及び地方消費税(以下消費税等という)は含まれておりません。

＊２．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、また、希薄化効果を

有している株式が存在しないため記載しておりません。

＊３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

４．当社は、第63期中及び第64期中においては四半期報告書を提出しており、中間連結財務諸表及び中間財務

諸表は作成しておりません。従って、当該期の経営指標については記載しておりません。　
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２【事業の内容】

当社は平成23年４月１日に株式会社ビック東海（平成23年10月１日付けをもって株式会社ＴＯＫＡＩコミュニ

ケーションズに商号変更）と経営統合し、両社を完全子会社とする共同持株会社株式会社ＴＯＫＡＩホールディング

スを設立しました。それにより当社の関係会社のうち10社が連結子会社でなくなり、３社が関連会社へ変更となり、当

社グループは、当社、子会社７社及び関連会社６社並びに親会社（㈱ＴＯＫＡＩホールディングス）の計15社（平成

23年９月30日現在）により構成されることとなりました。

それにより当中間連結会計期間における各セグメントに係る主要な関係会社と主な事業内容の異動は概ね次のと

おりであります。

①　ガス及び石油事業

持株会社の設立により、東海ガス㈱が当社の子会社から㈱ＴＯＫＡＩホールディングスの子会社へ異動しまし

た。

それにより東海ガス㈱が行っておりました静岡県志太地区（焼津市・藤枝市・島田市）における都市ガス（天

然ガス）の供給、液化石油ガスの販売、及び当社が販売する天然水を利用した飲料水「朝霧のしずく」等の製造は、

当社グループの事業より異動しました。

②　建築及び不動産事業

持株会社の設立により、東海ガス㈱が当社の子会社から㈱ＴＯＫＡＩホールディングスの子会社へ異動しまし

た。

　　それにより東海ガス㈱が行っておりました住宅等のリフォームは、当社グループの事業より異動しました。

③　ＣＡＴＶ事業

持株会社設立に伴い、㈱ビック東海が当社の子会社から㈱ＴＯＫＡＩホールディングスの子会社へ異動しまし

た。

それにより㈱ビック東海及び同社の子会社（㈱いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ、厚木伊勢原

ケーブルネットワーク㈱、熊谷ケーブルテレビ㈱、㈱イースト・コミュニケーションズ、エルシーブイ㈱、㈱倉敷

ケーブルテレビ、㈱ドリームウェーブ静岡及び㈱ネットテクノロジー静岡）が行っていたＣＡＴＶ事業は、当社グ

ループの事業より異動しました。

④　情報及び通信サービス事業

持株会社設立に伴い、㈱ビック東海が当社の子会社から㈱ＴＯＫＡＩホールディングスの子会社へ異動となりま

した。

　　それにより㈱ビック東海が行っておりましたＩＳＰ（インターネット接続事業者：Internet Service Provider）、

ＡＤＳＬ回線の卸売、光ファイバーの賃貸やデータ伝送サービス、ソフトウェアの開発、情報処理サービス及び関連

機器販売などの事業は、当社グループの事業より異動しました。

⑤　婚礼催事事業

持株会社設立に伴い、婚礼催事の運営を行っておりました㈱ブケ東海沼津、㈱ブケ東海三島及び㈱ブケ東海御殿

場の３社が当社の連結子会社から関連会社へ異動しました。
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上記の当社グループの状況について図示すると以下のとおりであります。　

（注）　１．○連結子会社（７社）、＊持分法適用関連会社（６社）

　　　　２．図中の矢印は商品・サービスの流れを示しております。

３【関係会社の状況】

　当社は、平成23年４月１日の経営統合により、株式会社ＴＯＫＡＩホールディングスの完全子会社となり、当社の関係
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会社のうち13社が連結子会社でなくなり、３社が関連会社となりました。

　以下に異動した関係会社について記載しております。

(1) 当中間連結会計期間において、親会社となった関係会社

会社の名称 本店所在地
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
被所有割
合（％）

関係内容

(親会社) 　 　 　 　 　

㈱ＴＯＫＡＩホールディン
グス（注）

静岡市葵区 14,000
グループ会社
の支配・管理
　　

100.0

当社と経営管理契約等を締結し
ております。また、当社から事務
所を賃借しております。
役員の兼任　６名

（注）有価証券届出書の提出会社であります。　

　

(2) 当中間連結会計期間において、連結子会社でなくなった関係会社

会社の名称 本店所在地
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

東海ガス㈱ 静岡県焼津市 925
ガス及び石油
事業、建築及
び不動産事業

－ 役員の兼任　３名

㈱ビック東海 静岡市葵区 2,221
ＣＡＴＶ事業
情報及び通信
サービス事業

－ 役員の兼任　３名

㈱いちはらコミュニティー
・ネットワーク・テレビ

千葉県市原市 1,320ＣＡＴＶ事業 － ―

厚木伊勢原ケーブルネット
ワーク㈱

神奈川県厚木市 695ＣＡＴＶ事業 － ―

熊谷ケーブルテレビ㈱ 埼玉県熊谷市 491ＣＡＴＶ事業 － ―
㈱イースト・コミュニケー
ションズ

千葉市緑区 240ＣＡＴＶ事業 － ―

エルシーブイ㈱ 長野県諏訪市 353ＣＡＴＶ事業 － ―
㈱倉敷ケーブルテレビ 岡山県倉敷市 400ＣＡＴＶ事業 － ―
㈱ドリームウェーブ静岡 静岡市清水区 684ＣＡＴＶ事業 － ―
㈱ネットテクノロジー静岡 静岡市清水区 30 ＣＡＴＶ事業 － ―

（注）主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

　

(3) 当中間連結会計期間において、連結子会社から関連会社となった関係会社

会社の名称 本店所在地
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(持分法適用関連会社) 　 　 　 　 　

㈱ブケ東海沼津 静岡県沼津市 50 その他事業 33.0 ―
㈱ブケ東海三島 静岡県三島市 50 その他事業 33.0 資金援助があります。
㈱ブケ東海御殿場 静岡県御殿場市 50 その他事業 33.0 資金援助があります。

（注）主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成23年９月30日現在
　

セグメントの名称 従業員数（人）

ガス及び石油 　 1,532 [490]

建築及び不動産 　 218 [16]

情報及び通信サービス 　 203 [100]

婚礼催事 　 70  [44]

その他 　 125  [22]

全社（共通） 　 15  [2]

合計 　 2,163 [674]

（注）１．従業員数は就業人員（グループ外への出向者を除いております。）であり、臨時従業員数（フルタイ

マー、パートタイマー及び嘱託等であり、派遣社員を除いております。）は[　]内に当中間連結会計期間

の平均人員を外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、当社本社の管理部門に所属しているものでありま

す。

３．従業員数が前連結会計年度末に比べ1,859名減少したのは、主として平成23年４月１日の経営統合に

より当社の関係会社のうち13社が連結子会社でなくなったことによるものであります。

　

(2）提出会社の状況

　 平成23年９月30日現在
　

従業員数（人） 1,890　[613]

（注）従業員数は就業人員（当社外への出向者を除いております。）であり、臨時従業員数（フルタイマー、パー

トタイマー及び嘱託等であり、派遣社員を除いております。）は[　]内に当中間会計期間の平均人員を外数で

記載しております。

(3）労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

 　平成23年４月１日の経営統合により当社グループの構成が大きく変更されており、そのため当中間連結会計期間の業

績等に大きな影響を与えております。詳細につきましては「第１企業の概況　２事業の内容及び３関係会社の状況」を

ご覧下さい。

(1) 業績

当中間連結会計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災や電力供給制

約等の影響により、経済情勢が急速に悪化しました。その後、サプライチェーンの立て直しや生産活動の回復に伴い、

企業の設備投資や個人消費に緩やかな持ち直しの兆しがみられるようになった一方、欧州の金融不安や米国の景気減

速等を背景に、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。

このような状況の下、当社グループは、平成23年４月１日の経営統合を機に、「お客様の暮らしのために。地域とと

もに、地球とともに、成長・発展し続けます。」という「企業理念」のほか、「ミッション」、「ビジョン」、「バ

リュー」の４層から成る「ＴＯＫＡＩ-ＷＡＹ」をグループ全体で共有し、本年５月に㈱ＴＯＫＡＩホールディング

スが発表した中期経営計画（Innovation Plan 2013）の達成並びに持続的成長に向けて新たなスタートを切り、事業

の強化と業務の効率化に取り組んでまいりました。

その結果、当中間連結会計期間の売上高は53,500百万円となりました。利益面では、営業損失が631百万円、経常損失

が596百万円、中間純損失が528百万円となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。
　
（ガス及び石油事業）

液化石油ガス事業につきましては、震災に伴う節約志向の高まり等により、家庭用単位消費量が減少し、ＬＰガ

スの販売量が前年同期を下回りましたが、ホームソリューション事業の強化により、太陽光発電システム等、環境

商品の販売が前年同期を上回りました。

アクア事業につきましては、安心で安全な水に対するニーズの高まりを受けた事業領域の拡大に伴い、顧客件数

が期首から24千件増加して95千件となりました。

なお、東海ガス㈱が連結子会社でなくなったため、同社による当事業の売上高は無くなりました。

これらにより、当部門の売上高は37,089百万円となりました。
　

（建築及び不動産事業）

不動産賃貸収入やリフォーム物件が増加しましたが、新設住宅着工戸数が低調に推移する中、注文住宅請負戸数

や大型建築請負工事物件が前年同期を下回りました。 

これらにより、当部門の売上高は6,765百万円となりました。
　

　　　（ＣＡＴＶ事業）

　　　　　ＣＡＴＶ事業を行っていた㈱ビック東海（平成23年10月１日付けをもって㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズに商

号変更）及び同社の子会社が連結子会社でなくなったため、当事業の売上高は全く無くなりました。
　

（情報及び通信サービス事業）

ＡＤＳＬ・ＦＴＴＨ事業につきましては、静岡県下において大手家電量販店等の取次店各社及びＦＴＴＨキャ

リア事業者と提携したＦＴＴＨの新規顧客獲得が引続き順調に推移し、顧客件数が期首から８千件増加（ＦＴＴ

Ｈが17千件増加、ＡＤＳＬが９千件減少）して249千件となりました。

このほか、モバイル事業の代理店手数料収入等が増加しました。

なお、㈱ビック東海（平成23年10月１日付けをもって㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズに商号変更）が連結

子会社でなくなったため、同社による当事業の売上高は無くなりました。

これらにより、当部門の売上高は7,930百万円となりました。
　

（婚礼催事事業）

婚礼催事事業につきましては、婚礼施行組数並びに宴会施行件数が前年同期を下回りました。

これらにより、当部門の売上高は747百万円となりました。
　

（その他事業）

当社グループが掲げる「ＴＬＣ（トータル・ライフ・コンシェルジュ）構想」の実現に向けた取り組みの１つ

として、今後の超高齢化社会のニーズに応えるべく４月より介護事業に進出し、静岡市清水区に通所介護（デイ

サービス）施設「リフレア清水駒越」をオープンしました。

このほか、船舶修繕事業につきましては、前年同期を上回る工事量となりました。また、前期に譲渡したバルブ事

業の売上高が無くなりました。

これらにより、当部門の売上高は967百万円となりました。　
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(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び投資活動による

キャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローが3,363百万円のプラスとなったこともあり、有利子負

債の返済をすすめた結果、前連結会計年度末に比べ3,612百万円減少し、また平成23年４月１日の経営統合による連結

除外に伴う現金及び現金同等物の減少額が2,920百万円発生したことで1,608百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、4,190百万円となりました。これは主に、減価償却費及びのれん償却額等、非資金項

目が増加したことに加え、売掛債権等が減少したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、826百万円となりました。これは主に、利息及び配当金の受取額や定期預金の払戻

による収入があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出が1,686百万円となったことによるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、6,975百万円となりました。これは主に、借入金の返済と社債の償還によるもので

あります。

　

　

２【仕入、受注及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当中間連結会計期間(自平成23年４月１日　至平成23年９月30日)の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとお

りであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）
ガス及び石油 18,768 87.5
建築及び不動産 1,240 43.2
情報及び通信サービス 3 0.2
婚礼催事 283 －
その他 366 30.5

合計 20,661 76.0

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。　

      ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）受注状況

　当中間連結会計期間(自平成23年４月１日　至平成23年９月30日)の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとお

りであります。

セグメントの名称
受注高
(百万円)

前年同期比
（％）

受注残高
(百万円)

前年同期比
（％）

ガス及び石油 － － － －
建築及び不動産 2,977 121.8 2,003 82.9
情報及び通信サービス － － － －
婚礼催事 － － － －
その他 381 65.4 67 21.4

合計 3,359 48.1 2,070 61.9

（注）１．当社グループは、受注生産については一部を除き行っておりません。「建築及び不動産」は住宅等の

請負工事、「情報及び通信サービス」はソフトウェア開発、「その他」はバルブ等及び船舶修繕の受注

高を記載しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

　当中間連結会計期間(自平成23年４月１日　至平成23年９月30日)の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとお

りであります。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）
ガス及び石油 37,089 86.8
建築及び不動産 6,765 102.6
情報及び通信サービス 7,930 46.9
婚礼催事 747 －
その他 967 31.2

合計 53,500 66.6

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

３【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　

　

４【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事　

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

５【経営上の重要な契約等】

 （吸収分割による事業承継）

 　 当社は、平成23年10月１日、当社の電気通信事業及びそれに付帯する事業の一部を株式会社ＴＯＫＡＩコミュニ

ケーションズ（旧社名　株式会社ビック東海、平成23年10月１日商号変更）へ吸収分割により承継しました。

 　 詳細は「第５　経理の状況　１　中間連結財務諸表等　重要な後発事象」に記載のとおりであります。

 

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。 
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループは平成23年４月１日の経営統合により以下の分析等各項目の数値が大きく変動しております。

なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1) 当中間連結会計期間の財政状態の分析

①　資産の状況

当中間連結会計期間末の資産合計は123,465百万円となり、前連結会計年度末の193,239百万円から69,773百

万円の減少となりました。

この主な内訳は次のとおりであります。

現金及び預金が6,919百万円、受取手形及び売掛金が7,889百万円それぞれ減少したこと等により前連結会計

年度末と比べ流動資産が21,338百万円減少し、また有形固定資産が54,236百万円、無形固定資産が10,811百万

円それぞれ減少したこと等により前連結会計年度末と比べ固定資産についても48,289百万円減少しました。

②　負債の状況

当中間連結会計期間末の負債合計は100,239百万円となり、前連結会計年度末の171,650百万円から71,411百

万円の減少となりました。

この主な内訳は次のとおりであります。

支払手形及び買掛金が5,583百万円、短期借入金が24,072百万円、１年内償還予定の社債が1,790百万円それ

ぞれ減少したこと等により前連結会計年度末と比べ流動負債が42,193百万円減少し、また社債が7,300百万円、

長期借入金が16,472百万円それぞれ減少したこと等により前連結会計年度末と比べ固定負債についても

29,217百万円減少しました。

③　純資産の状況

当中間連結会計期間末の純資産合計は23,226百万円となり、前連結会計年度末の21,589百万円から1,637百

万円の増加となりました。

この結果、当中間連結会計期間末の１株当たり純資産額は326円34銭（前連結会計年度末は210円78銭）とな

りました。

　

(2) 当中間連結会計期間の経営成績の分析

当社グループの当中間連結会計期間の経営成績は以下のとおりであります。

①　売上高

売上高は、53,500百万円となりました。

なお、売上高の詳細については、「１業績等の概要 (1)業績」に記載のとおりであります。

　

②　売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は、34,746百万円となりました。また、販売費及び一般管理費は19,385百万円となりました。売上原

価、販売費及び一般管理費の合計額に対して売上高が下回ったことで、営業損失は631百万円となりました。

③　営業外損益

営業外損益は、支払利息658百万円等営業外費用がありましたが、対して受取配当金432百万円等営業外収益

が上回り、35百万円の利益となりました。

④　特別損益

特別利益は新株予約権戻入益248百万円等により300百万円となりましたが、特別損失が固定資産除却損438

百万円、減損損失47百万円を計上したこと等により、523百万円となりました。

それにより、特別損益は223百万円の損失となりました。

⑤　法人税等

法人税等は、当中間連結会計期間の業績が税金等調整前中間純損失であったため、法人税等は35百万円とな

りました。また、繰延税金資産を見直したことで法人税等調整額が△322百万円となりました。

⑥　中間純損益

中間純損益は528百万円の純損失となりました。これにより、１株当たり中間純損失は７円49銭となりまし

た。
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(3) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成

されております。この中間連結財務諸表の作成に当たりまして、以下の重要な会計方針が、当社グループの中間連

結財務諸表の作成において使用される当社グループの重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えており

ます。

①　収益の認識

当社グループの売上高は、主力のガスは計量販売についてはガスメーターの検針時に計上（ただし、最終検

針時より期末までの分については推計計上）しており、器具等の商品は納品時点、工事進行基準を適用してい

るものを除き、住宅等の建築工事及びバルブ製品は検収引渡時点、役務サービスについては役務の提供が完了

した時点で計上しております。なお、ガスについては商品の性格上季節的影響を受け易く、特に、推定気温より

高めに推移した場合には実質消費量が推計消費量に比べ減少する可能性があります。

②　貸倒引当金

当社グループは、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるために貸倒引当金を計上しております。顧客の財務

状態が悪化し、その支払能力が低下した場合、貸倒引当金の追加計上が必要となる可能性があります。

③　投資有価証券の減損

当社グループは、減損処理に当たって、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ

て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合及び時価のない株式については、銘柄別に回復可能性を考慮し

て、必要と認められた額について減損処理を行っておりますが、将来の市況悪化または投資先の業績不振によ

り減損が必要となる可能性があります。

④　固定資産の減損

減損の兆候がある資産グループの内、回収可能価額が帳簿価額を著しく下回った場合に、その差額を減損損

失に計上しますが、回収可能価額は、資産グループの正味売却価額と割引後将来キャッシュ・フローとして算

定される使用価値のいずれか大きい方としていることから、今後、業績の顕著な低下、不動産取引相場や賃料相

場等が変動した場合等には減損損失が追加的に発生する可能性があります。

⑤　繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について、その回収可能性を検討しております。回収可能性は、将来の課税所

得及び慎重かつ実現可能性の高い税務計画をもとに検討しますが、繰延税金資産の全部または一部を将来実現

できないと判断した場合、繰延税金資産を計上しない、または取り崩すことが必要となる可能性があります。

⑥　退職給付引当金

当社グループは、退職給付会計に基づいた退職給付費用及び退職給付債務を計上しております。前提条件と

して年金資産に係る期待運用収益率、割引率等を計算に用いており、これらが著しく変動した場合は大きく影

響を受けることが考えられます。当社グループは日本の優良債券の期末時点の固定利回りを参考に割引率を決

定しております。期待運用収益率は年金資産が投資されているファンドの予想される収益率と過去の実績収益

率をもとに決定されます。

当社グループは毎期退職給付債務の計算の基礎となる前提条件を見直しており、必要に応じて、その時々の

市場環境をもとに調整を行っております。割引率の低下等、将来市場環境が悪化した場合には、当社グループの

財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間のフリー・キャッシュ・フローは、利益面では税金等調整前中間純損失となりました

が、設備投資については減価償却費相当で行われたことで、3,363百万円のプラスとなりました。

なお、当社グループの財政状態及びキャッシュ・フローの指標の推移は下記のとおりであります。

　
第62期

(平成21年3月
期)

第63期
(平成22年3月

期)

第64期
(平成23年3月

期)

第65期
(平成23年9月

期)

フリー・キャッシュ・フロー

（百万円）
2,342 △3,750 8,919 3,363

自己資本比率（％） 6.7 7.2 7.7 18.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
15.2 19.2 12.1 －

債務償還年数（年） 5.0 5.8 5.2 17.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
10.1 10.5 11.2 6.4

（注）フリー・キャッシュ・フロー       ：  営業活動キャッシュ・フロー＋投資活動キャッシュ・フロー

自己資本比率                     ：  自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率         ：  株式時価総額／総資産

債務償還年数                     ：  有利子負債／営業活動キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：　営業活動キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

なお、平成23年９月期につきましては株式上場を廃止しており、時価の算定が困難であるため記載を省略しております。

　

※　有利子負債は連結貸借対照表（中間連結貸借対照表）に計上されている負債のうち、社債及び借入金を対象としており

ます。

また、利払いについては中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

②　財務政策

当社グループの運転資金及び投融資資金につきましては、相当部分を借入若しくは社債によっております。

これまで、売上債権の流動化等、資産の圧縮も継続して実施し、フリー・キャッシュ・フローの黒字化の定着化

を図ってきており、当中間連結会計期間末の借入金は、経営統合による連結子会社の減少による要因もありま

したが、借入金の圧縮については積極的に行ってまいりました。

それにより、当中間連結会計期間末の借入金及び社債の残高は72,521百万円（前連結会計年度末比49,635百

万円減）となりました。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、平成23年４月１日の経営統合により当社の関係会社のうち13社が連絵子会社でなく

なったことにより、主として東海ガス㈱におけるガス供給設備等で7,431百万円、㈱ビック東海（現㈱ＴＯＫＡＩコ

ミュニケーションズ）における伝送路、光ファイバー、データセンター等の設備で31,485百万円、またそのＣＡＴＶ子

会社における伝送路設備等で14,083百万円がそれぞれ当社グループの設備より異動しております。　

なお、関係会社の異動の詳細は、「第１ 企業の概況　３ 関係会社の状況」に記載のとおりであります。

　　

２【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、平成23年４月１日の経営統合により当社の関係会社のうち13社が連絵子会社でなく

なったことにより、主として東海ガス㈱におけるガス供給設備等で1,321百万円、㈱ビック東海（現㈱ＴＯＫＡＩコ

ミュニケーションズ）及びそのＣＡＴＶ子会社における伝送路、インターネット設備等で9,042百万円、並びに㈱ビッ

ク東海（現㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ）のネットワーク設備等で2,806百万円がそれぞれ当社グループの設

備の新設計画より減少しております。

なお、関係会社の異動の詳細は、「第１ 企業の概況　３ 関係会社の状況」に記載のとおりであります。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年12月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 70,586,494 70,586,494 非上場
単元株式数

1,000株

計 70,586,494 70,586,494 － －

（注）　平成23年４月１日付の株式移転により株式会社ＴＯＫＡＩホールディングスの完全子会社となったこと

に伴い、同年３月29日に上場廃止となっております。　

　

（２）【新株予約権等の状況】

当社の完全親会社である株式会社ＴＯＫＡＩホールディングスの設立に伴い、当社が発行している新株予約

権の新株予約者に対し、当該新株予約権に代わり、前事業年度末日時点における当該新株予約権と同数（新株予

約権の目的となる株式の数は株式移転比率に応じて調整されております）の株式会社ＴＯＫＡＩホールディン

グスの新株予約権を平成23年４月１日付で交付しております。　 

このため、該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成23年４月１日

　　　　　　（注）
△258,90070,586,494― 14,004 ― 211

（注）自己株式の消却による減少であります。

　

（６）【大株主の状況】

 平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ＴＯＫＡＩホール

ディングス
静岡市葵区常磐町２丁目６番地の８ 70,586 100.00

計 － 70,586 100.00

（注）当社は、平成23年４月１日付で㈱ＴＯＫＡＩホールディングスの完全子会社となりました。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式

70,586,000
70,586単元株式数1,000株

単元未満株式
普通株式

494
― 同上

発行済株式総数 70,586,494 ―
１単元（1,000株）未満

の株式

総株主の議決権 ― 70,586 ―

 

②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － ― ― ― ―

計 － ― ― ― ―

　

２【株価の推移】

　当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

常務取締役 情報通信本部長 高橋　久克 平成23年10月１日

取締役 通信事業部長 鈴木　惠 平成23年10月１日
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しております。

 

(3）当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間（平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の中

間財務諸表は作成しておりません。従いまして、前中間連結会計期間及び前中間会計期間との対比は行っておりま

せん。

なお、参考として、前第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）の四半期連結貸借対照表並びに前第２四

半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書を「第５　経理の状況　１　中間連結財務諸表等（２）その他」に記載しております。　

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（平成23年４月１日から平成23年９

月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間会計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）の中間財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】
（１）【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,622 1,703

受取手形及び売掛金 ※7
 20,321

※7
 12,432

たな卸資産 9,569 7,291

その他 ※4
 11,670

※4
 7,318

貸倒引当金 △439 △339

流動資産合計 49,744 28,406

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 50,084 17,298

機械装置及び運搬具（純額） ※2, ※5
 24,507

※5
 11,336

土地 21,918 19,852

リース資産（純額） 10,093 6,492

その他（純額） ※5
 4,009 1,397

有形固定資産合計 ※1, ※7
 110,613

※1, ※7
 56,376

無形固定資産

のれん 15,022 4,976

その他 ※5
 1,632 867

無形固定資産合計 16,654 5,843

投資その他の資産

投資有価証券 ※3, ※7
 4,395

※3, ※7
 3,869

親会社株式 － 21,384

その他 12,394 8,309

貸倒引当金 △793 △809

投資その他の資産合計 15,996 32,754

固定資産合計 143,265 94,975

繰延資産 229 83

資産合計 193,239 123,465

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,652 7,069

短期借入金 ※7, ※9
 53,076

※7, ※9
 29,003

1年内償還予定の社債 3,680 1,890

リース債務 2,349 1,587

未払法人税等 1,367 88

引当金 1,405 860

資産除去債務 38 －

その他 ※5
 15,212

※5
 7,090

流動負債合計 89,783 47,589
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

固定負債

社債 11,700 4,400

長期借入金 ※7, ※9
 53,700

※7, ※9
 37,228

リース債務 9,433 6,204

引当金 1,914 1,162

資産除去債務 144 97

その他 ※5
 4,973

※5
 3,557

固定負債合計 81,866 52,649

負債合計 171,650 100,239

純資産の部

株主資本

資本金 14,004 14,004

資本剰余金 2,207 521

利益剰余金 △651 △1,270

自己株式 △135 －

株主資本合計 15,425 13,255

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △573 10,009

繰延ヘッジ損益 25 △229

その他の包括利益累計額合計 △547 9,779

新株予約権 278 －

少数株主持分 6,432 191

純資産合計 21,589 23,226

負債純資産合計 193,239 123,465
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】

（単位：百万円）

当中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 ※1
 53,500

売上原価 34,746

売上総利益 18,753

販売費及び一般管理費 ※2
 19,385

営業損失（△） △631

営業外収益

受取利息 24

受取配当金 432

設備賃貸料 109

その他 243

営業外収益合計 809

営業外費用

支払利息 658

その他 115

営業外費用合計 773

経常損失（△） △596

特別利益

固定資産売却益 ※3
 1

退職給付制度改定益 39

新株予約権戻入益 ※4
 248

投資有価証券売却益 11

特別利益合計 300

特別損失

固定資産売却損 ※5
 0

固定資産除却損 ※6
 438

減損損失 ※7
 47

投資有価証券評価損 37

特別損失合計 523

税金等調整前中間純損失（△） △819

法人税、住民税及び事業税 35

法人税等調整額 △322

法人税等合計 △287

少数株主損益調整前中間純損失（△） △531

少数株主損失（△） △3

中間純損失（△） △528
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【中間連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

当中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

少数株主損益調整前中間純損失（△） △531

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,650

繰延ヘッジ損益 △255

その他の包括利益合計 10,394

中間包括利益 9,862

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 9,798

少数株主に係る中間包括利益 64
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

当中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 14,004

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 14,004

資本剰余金

当期首残高 2,207

当中間期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,550

自己株式の消却 △135

当中間期変動額合計 △1,686

当中間期末残高 521

利益剰余金

当期首残高 △651

当中間期変動額

連結範囲の変動 191

剰余金の配当 △282

中間純損失（△） △528

当中間期変動額合計 △619

当中間期末残高 △1,270

自己株式

当期首残高 △135

当中間期変動額

自己株式の消却 135

当中間期変動額合計 135

当中間期末残高 －

株主資本合計

当期首残高 15,425

当中間期変動額

連結範囲の変動 191

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,550

剰余金の配当 △282

中間純損失（△） △528

自己株式の消却 －

当中間期変動額合計 △2,169

当中間期末残高 13,255
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（単位：百万円）

当中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △573

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

10,582

当中間期変動額合計 10,582

当中間期末残高 10,009

繰延ヘッジ損益

当期首残高 25

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△255

当中間期変動額合計 △255

当中間期末残高 △229

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △547

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

10,326

当中間期変動額合計 10,326

当中間期末残高 9,779

新株予約権

当期首残高 278

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△278

当中間期変動額合計 △278

当中間期末残高 －

少数株主持分

当期首残高 6,432

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△6,241

当中間期変動額合計 △6,241

当中間期末残高 191
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（単位：百万円）

当中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

純資産合計

当期首残高 21,589

当中間期変動額

連結範囲の変動 191

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,550

剰余金の配当 △282

中間純損失（△） △528

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

3,807

当中間期変動額合計 1,637

当中間期末残高 23,226
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当中間連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △819

減価償却費 2,402

のれん償却額 1,044

減損損失 47

受取利息及び受取配当金 △456

支払利息 658

固定資産除却損 438

売上債権の増減額（△は増加） 3,535

たな卸資産の増減額（△は増加） 634

仕入債務の増減額（△は減少） △1,934

未払消費税等の増減額（△は減少） △337

その他 △991

小計 4,222

法人税等の支払額 △32

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額 481

定期預金の払戻による収入 232

有価証券の取得による支出 △56

有価証券の売却による収入 37

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,686

有形及び無形固定資産の売却による収入 58

貸付けによる支出 △4

貸付金の回収による収入 141

その他 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △826

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額 △658

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,571

リース債務の返済による支出 △802

長期借入れによる収入 8,350

長期借入金の返済による支出 △9,813

社債の償還による支出 △990

その他 △488

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,612

現金及び現金同等物の期首残高 8,141

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2,920

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 1,608
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 
当中間連結会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１．連結の範囲に関する

事項

当社の全ての子会社７社を連結の範囲に含めております。

（連結の範囲の変更）

平成23年４月１日に当社及び株式会社ビック東海（平成23年10月１日をもって株式会社Ｔ

ＯＫＡＩコミュニケーションズに商号変更）が経営統合し、両社を完全子会社とする共同持

株会社として株式会社ＴＯＫＡＩホールディングスが設立されました。これにより、東海ガス

株式会社、株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ、株式会社いちはらコミュニティー・

ネットワーク・テレビ、厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社、熊谷ケーブルテレビ株式

会社、株式会社イースト・コミュニケーションズ、エルシーブイ株式会社、株式会社倉敷ケー

ブルテレビ、株式会社ドリームウェーブ静岡、株式会社ネットテクノロジー静岡の株式につい

ては当社が所有しなくなりましたので、当社の連結の範囲から除外しました。

また、株式会社ブケ東海沼津、株式会社ブケ東海三島及び株式会社ブケ東海御殿場の３社に

ついては、所有比率が低下しましたので連結の範囲から除外し、持分法を適用することとしま

した。　

全ての子会社名は「第１企業の概況　３事業の内容　事業系統図」に記載してあるので省略

しております。

２．持分法の適用に関す

る事項

当社の全ての関連会社６社に対する投資について持分法を適用しております。

（持分法適用の範囲の変更）

株式会社ブケ東海沼津、株式会社ブケ東海三島及び株式会社ブケ東海御殿場の３社を新た

に持分法の適用範囲に含めました。　

関連会社名は「第１企業の概況　３事業の内容　事業系統図」に記載してあるので省略して

おります。

３．連結子会社の中間決

算日等に関する事項

連結子会社のうち、㈲すずき商会及び㈲大須賀ガスサービスの中間決算日はそれぞれ12月

31日、８月31日であるため、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。

４．会計処理基準に関す

る事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

 その他有価証券及び親会社株式

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）　

 時価のないもの

移動平均法による原価法　

 ②デリバティブ

時価法

 ③たな卸資産

　主として先入先出法による原価法、ただし、販売用不動産及び仕掛工事については個別

原価法によっております。

　また、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によりそれぞ

れ算出しております。
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当中間連結会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　一部の資産を除き、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　10～50年

機械装置及び運搬具　９～15年　

 ②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。

のれんについては投資効果の発現する期間（５年）にわたり償却しております。

また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。　

 ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リースのうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。　

 ④長期前払費用

定額法。

 (3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

 ②賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間連結会計期間負担分を計上

しております。

 ③役員退職慰労引当金

役員等の退職慰労金の支払いに備えるため、取締役等退職慰労金規程及び監査役退職

慰労金規程（内規）に基づく当中間期末要支給額を計上しております。

 ④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上

しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

（13～17年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

（追加情報）　

当社は、平成23年７月１日付で適格退職年金制度を廃止し、退職給付制度の一部を確定

拠出年金制度へ移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。本移行により、特別利益として退

職給付制度改定益39百万円を計上しております。　

 (4）重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当中間連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。　

 (5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。
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当中間連結会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、金利スワップについては特例処理を行っており、また、外貨建金銭債務に付され

ている金利通貨スワップについては振当処理を行っております。　

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  （ヘッジ手段）

金利スワップ、金利通貨スワップ、為替予約、通貨オプション、コモディティスワップ

 　　 （ヘッジ対象）

借入金、液化石油ガスの仕入価格

 ③ヘッジ方針

主として当社グループにおけるリスク管理に関する決議に基づき、ヘッジ対象に係る金

利変動リスク、為替変動リスク及び液化石油ガスの仕入価格変動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

 ④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。ただ

し、特例処理の要件を満たす場合及び振当処理を行っている場合は有効性の評価を省略

しております。

 (7）のれんの償却方法及び償却期間

投資効果の発現する期間（５年）にわたり定額法により償却しております。なお、金額

が僅少なものについては一括償却しております。　

 (8）中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。

 (9）消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

 (10）長期大型不動産開発事業にかかる支払利息の資産計上基準

①　不動産開発事業のうち開発の着手から完了までの期間が２年以上かつ総事業費が30億

円以上の事業に係わる正常開発期間中の支払利息を資産に計上することとしておりま

す。

 ②　資産計上されている支払利息の当中間連結会計期間末残高は19百万円であります。

　

【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

該当事項はありません。　

　

【会計方針の変更】

該当事項はありません。　

　

【表示方法の変更】

該当事項はありません。
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【追加情報】

当中間連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　　　

　

【注記事項】

（中間連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当中間連結会計期間
（平成23年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は109,990百万円で

あります。　

※２．機械装置及び運搬具の取得価額から、当期工事負担

金等による圧縮記帳額が71百万円控除されておりま

す。

　なお、圧縮記帳累計額は5,856百万円となっておりま

す。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は44,334百万円であ

ります。　

２．             ──────────

　　

　

※３．関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※３．関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 156百万円 投資有価証券（株式） 180百万円

※４．債権流動化による売渡し債権（受取手形及び売掛債

権）のうち支払留保されたものが3,217百万円ありま

す。

※４．債権流動化による売渡し債権（受取手形及び売掛債

権）のうち支払留保されたものが1,265百万円ありま

す。

※５．セールアンド割賦バック取引による購入資産で所有

権が売主に留保されたものがあります。

※５．セールアンド割賦バック取引による購入資産で所有

権が売主に留保されたものがあります。

帳簿価額の内訳 機械装置及び運搬具 2,127百万円

　 有形固定資産　その他　 5　

　 無形固定資産　その他　 10　

対応する債務 流動負債　その他 458 

 固定負債　その他 1,420 

帳簿価額の内訳 機械装置及び運搬具 1,798百万円

対応する債務 流動負債　その他 400 

 固定負債　その他 1,000 

　６．偶発債務 　６．偶発債務

(1）次のとおり保証予約を行っております。 (1）次のとおり保証予約を行っております。

借入債務  

㈱ＴＯＫＡＩ共済会 911百万円

借入債務  

㈱ＴＯＫＡＩ共済会 796百万円

また、当社は取引銀行４行との間に特約書を締結し

ており、㈱ＴＯＫＡＩホールディングスの連結決算に

おいて、２期連続で経常赤字となった場合、同社が銀行

に対して負担する債務について、当社、㈱ビック東海

（平成23年10月１日付けをもって㈱ＴＯＫＡＩコミュ

ニケーションズに商号変更）及び東海ガス㈱の３社で

連帯保証することになっております。

平成23年９月末の対象となる債務は以下のとおりで

あります。

㈱ＴＯＫＡＩホールディ

ングス

20,000百万円

　

(2）受取手形割引高 172百万円 (2）受取手形割引高 179百万円
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前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当中間連結会計期間
（平成23年９月30日）

(3）当社が販売した分譲マンションの耐震強度不足事

象の発生について

　当社が平成15年に販売した静岡市内所在のマン

ションについて、平成19年４月21日に耐震強度が建

築基準法の基準である 1.0を下回っていることが判

明しました。その後検討の結果、全戸を当社が買取

り、当該マンションを取り壊すことを区分所有者と

合意し、これに基づき当社は全戸買取り後、取り壊し

ました。

　これまでに区分所有者からの買取り費用や取壊し

費用を含めた諸費用が発生し、今後も発生する見込

みでありますが、今回の責任は、三井住友建設株式会

社（施工）、静岡市（建築確認）、株式会社サン設計

事務所（建築設計）、有限会社月岡彰構造研究所

（構造計算）他の関係者にあるものと判断し、上記

４者等を相手方として、当社が被った損害賠償請求

を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、係

争中であります。

　しかしながら、一部の関係者が損失を負担できない

可能性を考慮し、当社が負担する可能性のある129百

万円について第61期（自　平成19年４月１日　至　平

成20年３月31日）に特別損失として処理しました。

　なお、当連結会計年度に大きな状況の変化はありま

せん。

(3）当社が販売した分譲マンションの耐震強度不足事

象の発生について

当社が平成15年に販売した静岡市内所在のマン

ションについて、平成19年４月21日に耐震強度が建

築基準法の基準である 1.0を下回っていることが判

明しました。その後検討の結果、全戸を当社が買取

り、当該マンションを取り壊すことを区分所有者と

合意し、これに基づき当社は全戸買取り後、取り壊し

ました。

これまでに区分所有者からの買取り費用や取壊し

費用を含めた諸費用が発生し、今後も発生する見込

みでありますが、今回の責任は、三井住友建設株式会

社（施工）、静岡市（建築確認）、株式会社サン設計

事務所（建築設計）、有限会社月岡彰構造研究所

（構造計算）他の関係者にあるものと判断し、上記

４者等を相手方として、当社が被った損害賠償請求

を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、係

争中であります。

しかしながら、一部の関係者が損失を負担できな

い可能性を考慮し、当社が負担する可能性のある129

百万円について第61期（自　平成19年４月１日　至　

平成20年３月31日）に特別損失として処理しまし

た。

なお、当中間連結会計期間に大きな状況の変化は

ありません。

※７．担保資産及び担保付債務 ※７．担保資産及び担保付債務

種類 金額(百万円)

担保資産  

受取手形及び売掛金 102
有形固定資産 42,981
建物及び構築物 20,966
機械装置及び運搬具 7,347
土地 14,172
その他 494
投資有価証券 1,853

計 44,937
内容 金額(百万円)

担保資産に対応する債務  

短期借入金 829
長期借入金(１年以内返済予
定分を含みます)

27,047

計 27,877

種類 金額(百万円)

担保資産  

受取手形及び売掛金 103
有形固定資産 22,575
建物及び構築物 9,472
機械装置及び運搬具 32
土地 13,069
その他 0
投資有価証券 4,947

計 27,625
内容 金額(百万円)

担保資産に対応する債務  

短期借入金 358
長期借入金(１年以内返済予
定分を含みます)

18,019

計 18,378
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前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当中間連結会計期間
（平成23年９月30日）

　８．当社グループは、取引銀行３行と安定した資金調達を

行うための貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。当連結会計年度末の貸出コミットメント及び借入

実行残高は次のとおりであります。

  ８．             ──────────

貸出コミットメント 9,200百万円

借入実行残高 5,200 

差引計 4,000 

　

また、上記貸出コミットメントのうち 900百万円に

つきましては、財務制限条項がついており、下記の条項

に抵触した場合は該当する借入先に対し借入金を一括

返済することになっております。

（1）各連結会計年度末における連結貸借対照表の純

資産の部の金額について、平成19年３月決算期末

日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の

　70％を下回った場合

　

（2）各連結会計年度における連結損益計算書の営業

損益について営業損失となった場合

　

※９．前連結会計年度に組成した 9,000百万円（平成23年

３月末残高 7,740百万円）のシンジケートローン契約

に財務制限条項がついており、その特約要件は次のと

おりとなっております。

（1）借入人の平成22年３月に終了する決算期及びそ

れ以降の各決算期の末日における借入人の連結の

貸借対照表における純資産の部の金額が、平成21

年３月決算期の末日における借入人の連結の貸借

対照表における純資産の部の金額の70パーセント

以上であること。

※９．平成21年度に組成した 9,000百万円（平成23年９月

末残高7,110百万円）のシンジケートローン契約に財

務制限条項がついており、その特約要件は次のとおり

となっております。

（1）借入人の平成22年３月に終了する決算期及びそ

れ以降の各決算期の末日における借入人の連結の

貸借対照表における純資産の部の金額が、平成21

年３月決算期の末日における借入人の連結の貸借

対照表における純資産の部の金額の70パーセント

以上であること。

（2）借入人の平成22年３月に終了する決算期及びそ

れ以降の各決算期の末日における借入人の連結の

損益計算書上の営業損益に関して営業損失を計上

していないこと。

（2）借入人の平成22年３月に終了する決算期及びそ

れ以降の各決算期の末日における借入人の連結の

損益計算書上の営業損益に関して営業損失を計上

していないこと。
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（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※１. 当社グループの売上高はガス及び石油事業における

主力商品の需要が冬季に集中するなど著しい季節的変

動があります。

※２．販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。

科目
金額
(百万円)

科目
金額
(百万円)

給料・手当 4,465賃借料 2,296
賞与引当金繰入
額

729減価償却費 1,085

退職給付費用 334のれん償却額 1,044
役員退職慰労引
当金繰入額

29その他の経費 3,598

その他の人件費 911　 　
手数料 4,888 計 19,385

※３．固定資産売却益は主に機械装置及び運搬具によるも

のであります。　

※４．新株予約権戻入益は、株式会社ＴＯＫＡＩホール

ディングス設立に伴い、行使又は消却されていない新

株予約権に係る義務を株式会社ＴＯＫＡＩホールディ

ングスが承継し、これに代わる新株予約権を交付した

ことにより、当社の発行した新株予約権を戻し入れた

ものであります。

※５．固定資産売却損は主に土地によるものであります。

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 43百万円

機械装置及び運搬具 132 

のれん 224 

その他 37 

計 438 
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当中間連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※７．減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

神奈川県横須賀市 遊休地 土地

神奈川県厚木市 遊休地 土地

　

当社グループは、損益管理を合理的に行える事業単

位で資産をグループ化し、減損損失の認識を行ってお

ります。

当中間連結会計期間において、事業用に供していな

い遊休設備等につき、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ました。

減損損失の内訳（単位：百万円）

用途 土地 計

遊休地 47 47

計 47 47

　

なお、当該資産の回収可能価額は主として正味売却

価額によっており、販売可能価額等により評価してお

ります。

　

　

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 70,845 － 258 70,586

合計 70,845 － 258 70,586

自己株式     

普通株式 258 － 258 －

合計 258 － 258 －

（注）自己株式の数の減少は、消却による減少 258千株であります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結会
計期間末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権

（注）

－  248  －  248  －  －

連結子会社 － －  29  －  29  －  －

合計 －  278  －  278  －  －

（注）株式会社ザ・トーカイ及び株式会社ビック東海が発行した新株予約権は、平成23年４月１日をもって消滅

し、同日当該新株予約権の新株予約者に対してこれに代わる株式会社ＴＯＫＡＩホールディングスの新株予

約権を交付しました。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月28日
定時株主総会決議

普通株式 282 4.0 平成23年3月31日平成23年6月29日

　
（決議）

株式の種類

　
配当財産の種類及び帳簿価額

（百万円）　
　

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年４月１日
取締役会決議　

普通株式
東海ガス株式会社

普通株式　
1,550　 22.0 － 平成23年４月１日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの　

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年10月25日
取締役会決議

普通株式 303利益剰余金　 4.3平成23年９月30日平成23年11月30日

　

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,703百万円

預入れ期間が３カ月を超え
る定期預金

△100 

流動資産「その他」 4 

現金及び現金同等物 1,608 

（注）流動資産「その他」はＣＭＳ（キャッシュ・マネジ

メント・システム）による㈱ＴＯＫＡＩホールディ

ングスへの預け金であります。　
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

(ア)有形固定資産

主に液化石油ガス事業における供給設備及び通信

事業用設備であります。

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

(ア)有形固定資産

同左

(イ)無形固定資産

ソフトウェアであります。

(イ)無形固定資産

同左

②　リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

②　リース資産の減価償却の方法

同左

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物及び構築物 619 544 74
機械装置及び
運搬具

14,0579,277 4,780

有形固定資産
「その他」
（工具器具備品）

4,841 3,698 1,143

無形固定資産
「その他」
（ソフトウェア）

943 711 232

合計 20,46314,2316,231

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

中間期末残
高相当額
（百万円）

建物及び構築物 619 560 59
機械装置及び
運搬具

11,1827,523 3,658

有形固定資産
「その他」
（工具器具備品）

619 496 123

無形固定資産
「その他」
（ソフトウェア）

838 700 138

合計 13,2609,280 3,980

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 2,362百万円

１年超 4,351 

計 6,714 

１年内 1,304百万円

１年超 3,016 

計 4,320 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 3,345百万円

減価償却費相当額 2,959 

支払利息相当額 270 

支払リース料 895百万円

減価償却費相当額 772 

支払利息相当額 82 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

中間連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のも

のに係る未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のも

のに係る未経過リース料

１年内 382百万円

１年超 586 

計 969 

１年内 570百万円

１年超 1,095 

計 1,666 

　

（金融商品関係）

前連結会計年度（平成23年３月31日）

金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２．参照）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 8,622 8,622 －

(2）受取手形及び売掛金 20,321  

貸倒引当金(*1) △270  

 20,051 20,051 －

(3）投資有価証券 4,070 4,070 －

資産計 33,139 33,139 －

(1）支払手形及び買掛金 12,652 12,652 －

(2）短期借入金 27,035 27,035 －

(3）未払法人税等 1,367 1,367 －

(4）社債（１年以内含む） 15,380 15,402 22

(5）長期借入金（１年以内含む） 79,742 79,924 181

(6) リース債務（１年以内含む） 11,782 11,907 124

負債計 147,960 148,289 329

デリバティブ取引(*2) 42 42 －

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

（1）現金及び預金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

（2）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、連結決算日におけ

る連結貸借対照表価額から貸倒引当金を控除した金額によっております。

（3）投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項

については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

EDINET提出書類

株式会社ザ・トーカイ(E03063)

半期報告書

36/82



負　債

（1）支払手形及び買掛金、（3）未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

（4）社債（１年以内含む）

償還予定額を、同様の社債の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して

おります。

（2）短期借入金、（5）長期借入金（１年以内含む）、（6）リース債務（１年以内含む）

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理の対象と

なっているものについては、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。外貨建の借入金については為替予約

の振当処理の対象となっているため、当該為替予約と一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を

行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

時価は、主たる金融機関から提示された価格によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 　

非上場株式 167 　

関連会社株式 156 　

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、資産「(3) 投資

有価証券」には含めておりません。

 

当中間連結会計期間（平成23年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成23年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２．参照）

 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 1,703 1,703 －

(2）受取手形及び売掛金 12,432  

貸倒引当金(*1) △258  

 12,173 12,173 －

(3）投資有価証券 3,513 3,513 －

(4）親会社株式 21,384 21,384 －

資産計 38,774 38,774 －

(1）支払手形及び買掛金 7,069 7,069 －

(2）短期借入金 10,295 10,295 －

(3）未払法人税等 88 88 －

(4）社債（１年以内含む） 6,290 6,303 13

(5）長期借入金（１年以内含む） 55,935 56,280 344

(6) リース債務（１年以内含む） 7,792 7,834 42

負債計 87,472 87,871 399

デリバティブ取引(*2) △380 △380 －

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

（1）現金及び預金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

（2）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、中間連結決算日に

おける中間連結貸借対照表価額から貸倒引当金を控除した金額によっております。

（3）投資有価証券、（4）親会社株式

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項

については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負　債

（1）支払手形及び買掛金、（3）未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

（4）社債（１年以内含む）

償還予定額を、同様の社債の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して

おります。

（2）短期借入金、（5）長期借入金（１年以内含む）、（6）リース債務（１年以内含む）

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理の対象と

なっているものについては、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。外貨建の借入金については為替予約

の振当処理の対象となっているため、当該為替予約と一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を

行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

時価は、主たる金融機関から提示された価格によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 　

非上場株式 176 　

関連会社株式 180 　

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、資産「(3) 投資

有価証券」には含めておりません。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成23年３月31日）

１．その他有価証券

　 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 893 666 226

その他 － － －

小計 893 666 226

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 3,177 3,999 △821

その他 － － －

小計 3,177 3,999 △821

合計 4,070 4,665 △594

　

当中間連結会計期間（平成23年９月30日）

１．その他有価証券

　 種類
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

中間連結貸借対照表計上

額が取得原価を超えるも

の

親会社株式 21,384 10,621 10,762

株式 594 427 167

その他 － － －

小計 21,979 11,049 10,930

中間連結貸借対照表計上

額が取得原価を超えない

もの

株式 2,872 3,600 △727

その他 45 50 △4

小計 2,917 3,650 △732

合計 24,897 14,699 10,197

　

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成23年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当連結会計年度末現在、ヘッジ会計の適用されていないデリバティブ取引はありません。

 

当中間連結会計期間（平成23年９月30日）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間連結会計期間末現在、ヘッジ会計の適用されていないデリバティブ取引はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。　
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（企業結合等関係）

当中間連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

（共通支配下の取引等）

１．企業結合の概要

(1)結合当事企業の名称

当社　株式会社ビック東海

(2)企業結合日

平成23年４月１日

(3)企業結合の法的形成

株式移転

(4)結合後企業の名称

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス

(5)その他取引の概要に関する事項

①機動的且つ柔軟な組織再編の実施による更なる成長、②経営資源の集約化や販売組織の重複の解消による効

率化、③グループ横断的なコストダウン、④有利子負債の削減による財務体質の強化と自己資本比率の向上、⑤グ

ループ全体での人材育成を目的とするものであります。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の

取引として処理しております。

３．株式移転比率及び交付株式数　　

会社名　 ＴＯＫＡＩ ビック東海

 株式移転比率 １　 2.3　

 交付株式数 70,586,494株84,613,483株

　

また、これにより平成23年４月１日以降に株式会社ビック東海及び同社グループである株式会社いちはらコミュ

ニティー・ネットワーク・テレビ、厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社、熊谷ケーブルテレビ株式会社、株式

会社イースト・コミュニケーションズ、エルシーブイ株式会社、株式会社倉敷ケーブルテレビ、株式会社ドリーム

ウェーブ静岡、株式会社ネットテクノロジー静岡は当社の連結範囲から除外されました。なお、株式会社ビック東海

及び同社グループはＣＡＴＶ事業、情報及び通信サービス事業を行っており、同社の前連結会計年度末の連結財政状

態及び連結経営成績は以下のとおりであります。　

連結財政状態（平成23年３月31日現在）　

総資産 70,135百万円

純資産 17,843百万円　

連結経営成績（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　 

売上高 49,497百万円

経常利益 5,943百万円　

当期純利益 2,974百万円　
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（現物配当による子会社の異動）　

当社は平成23年４月１日をもって、当社の連結子会社である東海ガス株式会社の全株式を株式会社ＴＯＫＡＩ

ホールディングスに現物配当しました。これにより東海ガス株式会社は当社の連結範囲から除外されました。　

１．事業分離の概要　

(1)分離先企業の名称　

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス

(2)分離した事業の内容

ガス及び石油事業　

(3)事業分離を行った主な理由　

グループガバナンスの強化と事業運営の効率化を図るため。

(4)事業分離日　

平成23年４月１日　

(5)企業結合の法的取引　

連結子会社の株式を配当財産とする剰余金の配当　

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、当社の連結子

会社である東海ガス株式会社の全株式を現物配当しました。

なお、これにより損益に与える影響はありません。

　

また、同社の前連結会計年度末の財政状態及び経営成績は以下のとおりであります。

財政状態（平成23年３月31日現在）　

総資産 14,254百万円

純資産 2,895百万円　

経営成績（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　 

売上高 15,612百万円

経常利益 779百万円　

当期純利益 294百万円　

　

　

（資産除去債務関係）

前連結会計年度（平成23年３月31日）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
　

当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

当連結会計年度期首残高 150百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 5  

時の経過による調整額 3  

その他増減額（△は減少） 24  

当連結会計年度末残高 183  

　

当中間連結会計期間（平成23年９月30日）

資産除去債務のうち中間連結貸借対照表に計上しているもの
　

当中間連結会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当連結会計年度期首残高 183百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 -  

時の経過による調整額 0  

資産除去債務の履行による減少額 △4  

その他増減額（△は減少） △81  

当中間連結会計期間末残高 97  
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（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（平成23年３月31日）

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価

（百万円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

10,441 △646 9,795 9,121　

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な減少額はＴＯＫＡＩビルの賃貸面積の減少により、ＴＯＫＡＩビルを

賃貸等不動産から除外したことによるものであります。

３．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく金

額、その他は路線価等を合理的に調整した金額によっております。

　

当中間連結会計期間（平成23年９月30日）

賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額、当中間連結会計期間増減額及び時価は、次のとおりであります。

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 当中間連結会計期間末の時価

（百万円）当連結会計年度期首残高 当中間連結会計期間増減額 当中間連結会計期間末残高

9,795 742 10,538 9,893

（注）１．中間連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当中間連結会計期間増減額のうち、主な増加額はＴＯＫＡＩビルの賃貸面積の増加により、ＴＯＫＡＩビ

ルを賃貸等不動産に含めたことによるものであります。

３．当中間連結会計期間末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく

金額、その他は路線価等を合理的に調整した金額によっております。

　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当中間連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもののうち、主要

なものであります。 

当社は、商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ガス

及び石油事業」、「建築及び不動産事業」、「情報及び通信サービス事業」及び「婚礼催事事業」の４つ

を報告セグメントとしております。

「ガス及び石油事業」は、液化石油ガス・液化天然ガス・その他高圧ガス及び石油製品の販売、関連商

品の販売、関連設備・装置の建設工事、飲料水の製造及び販売、セキュリティ等の事業を行っております。

「建築及び不動産事業」は、住宅等の建築、不動産の開発・販売及び賃貸、住宅設備機器等の建築用資材

・機器の販売、建物等の附帯設備・装置の建設工事等の事業を行っております。

「情報及び通信サービス事業」は、コンピューター用ソフト開発、情報処理、インターネット接続、通信

機器販売及び代理店業務等の事業を行っております。

「婚礼催事事業」は、総合結婚式場及び催事場の運営等の事業を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と同一であります。 

　また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び内部振替

高等は市場実勢価格に基づいております。　
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　

報告セグメント　

その他

（注）１　
合計　

調整額

（注）２　

中間連結財

務諸表計上

額

（注）３　

ガス及び

石油　

建築及び

不動産　

情報及び

通信サー

ビス

婚礼催事 計　

売上高          

外部顧客への

売上高
37,0896,7657,930 74752,53396753,500 － 53,500

　　セグメント間の内部売上

高又は振替高
57 180 0 7 246 － 246 △246 －

　　　計 37,1476,9467,930 75452,77996753,746△246 53,500

　セグメント利益又は損失

（△）
△557 △36 162 △154 △586 △59 △645 13 △631

　セグメント資産 59,94322,6167,017 46090,0384,06094,09829,367123,465

　その他の項目 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　減価償却費 2,791 276 263 42 3,374 26 3,400 45 3,447

　有形固定資産及び無形

固定資産増加額
3,137 12 119 1 3,270 37 3,307 43 3,351

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船舶修繕事業、保険

事業等を含んでおります。　

２．調整額は、以下の通りであります。

(1)　セグメント利益又は損失（△）の調整額13百万円には、セグメント間取引消去８百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用５百万円が含まれております。全社費用は、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2)　セグメント資産、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告

セグメントへ配分していない全社資産、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増

加額であります。　

３．セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

当中間連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）　

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。　

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。　

　

(2）有形固定資産

中間連結貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。　

　　

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載を省

略しております。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

　 （単位：百万円）

　
ガス及び石油

　

  建築及び  

不動産　

情報及び通信

サービス　
婚礼催事 その他　 全社・消去 合計　

減損損失　 47　 － －　 －　 － －　 47

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

　 （単位：百万円）

　
ガス及び石油

　

建築及び

不動産　

情報及び通信

サービス　
婚礼催事　 その他　 全社・消去 合計　

当中間期償却額 1,039 － 1 － 2 － 1,044

当中間期末残高 4,962 － 12 － 1 －　 4,976

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

該当事項はありません。　　
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（１株当たり情報）

　

　
当中間連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）　

１株当たり中間純損失金額（△）　 △7.49円　

（算定上の基礎）　 　

中間純損失金額（百万円）　 △528　

普通株主に帰属しない金額（百万円）　 －　

普通株式に係る中間純損失金額（百万円）　 △528　

普通株式の期中平均株式数（千株）　 70,586　

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要　

－　

　（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失金額であり、また希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

 
前連結会計年度

(平成23年３月31日)　
当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

１株当たり純資産額  210.78円 326.34円

（算定上の基礎） 　 　

純資産の部の合計額（百万円） 21,589 23,226

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
6,711 191

（うち少数株主持分）（百万円） (6,432) (191)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）　
    14,877     23,034

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数

（千株）　

70,586　 70,586　
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（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１．（吸収分割による事業譲渡） 

当社は、平成23年７月28日開催の取締役会において、平成23年10月１日を効力発生日として、当社の電気通信事業及び

それに付帯する事業の一部を吸収分割により、株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（旧社名　株式会社ビック東

海、平成23年10月１日商号変更）に譲渡することを決議し、同日、承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしました。

当該吸収分割契約に基づき、平成23年10月１日付で吸収分割を完了いたしました。　

(1)吸収分割に関する事項の概要　

①対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称：当社の電気通信事業及びそれに付帯する事業の一部

事業の内容：静岡県内のＩＳＰ事業、企業間通信事業、モバイル事業

②吸収分割の日程

吸収分割承認取締役会　
平成23年７月28日

　

吸収分割契約締結　
平成23年７月28日

　

吸収分割効力発生日　
平成23年10月１日

　

③企業結合の法的形式　

当社を分割会社、株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズを承継会社とする吸収分割

④その他取引の概要に関する事項

グループの情報通信事業の経営資源やノウハウを一体的に運営できる組織体制とするため。　

(2)実施した会計処理の概要　

「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号改正平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成20年12月26日）に基づき、株式会社ＴＯ

ＫＡＩホールディングスを親会社とする共通支配下の取引として会計処理しております。

　

２．（決算日後に法人税等の変更があった場合のその内容及び影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降開始する連結会計年度より施行されることに

伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当中間連結会計期間の39.7％から、平成24年４

月１日以降平成27年３月31日までに解消が見込まれるものについては37.2％に、平成28年４月１日以降に解消が見込ま

れるものについては34.8％にそれぞれ変更されます。

この変更による影響額は軽微であります。
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（２）【その他】

前中間連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）は四半期連結財務諸表を作成してい

るため、以下に参考情報として前第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）の四半期連結貸借対照表並

びに前第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しております。 
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1　四半期連結財務諸表

(1)　四半期連結貸借対照表

　 （単位：百万円）

　
前第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

資産の部 　

流動資産 　

現金及び預金 5,871

受取手形及び売掛金 16,111

有価証券 －

商品及び製品 6,886

仕掛品 1,787

原材料及び貯蔵品 684

その他 8,696

貸倒引当金 △394

流動資産合計 39,643

固定資産 　

有形固定資産 　

建物及び構築物（純額） 49,585

機械装置及び運搬具（純額） 24,867

土地 22,355

その他（純額） 12,262

有形固定資産合計 ※1
　109,071

無形固定資産 　

のれん 12,867

その他 1,466

無形固定資産合計 14,333

投資その他の資産 　

その他 18,408

貸倒引当金 △937

投資その他の資産合計 17,471

固定資産合計 140,876

繰延資産 179

資産合計 180,700
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　 （単位：百万円）

　
前第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

負債の部 　

流動負債 　

支払手形及び買掛金 10,395

短期借入金 51,354

１年内償還予定の社債 2,780

未払法人税等 1,372

引当金 1,431

その他 13,408

流動負債合計 80,742

固定負債 　

社債 9,490

長期借入金 56,702

引当金 1,820

その他 13,227

固定負債合計 81,240

負債合計 161,983

純資産の部 　

株主資本 　

資本金 14,004

資本剰余金 4,785

利益剰余金 △2,875

自己株式 △2,706

株主資本合計 13,208

評価・換算差額等 　

その他有価証券評価差額金 △676

繰延ヘッジ損益 △44

評価・換算差額等合計 △720

新株予約権 195

少数株主持分 6,034

純資産合計 18,717

負債純資産合計 180,700
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(2)　四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

　 （単位：百万円）

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

売上高 ※1
　80,288

売上原価 49,819

売上総利益 30,468

販売費及び一般管理費 ※2
　27,984

営業利益 2,484

営業外収益 　

受取利息 44

受取配当金 74

先物運用益 －

設備賃貸料 104

その他 257

営業外収益合計 480

営業外費用 　

支払利息 1,073

有価証券売却損 －

その他 63

営業外費用合計 1,136

経常利益 1,828

特別利益 　

固定資産売却益 2

伝送路設備補助金 25

その他 1

特別利益合計 29

特別損失 　

固定資産売却損 0

固定資産除却損 477

減損損失 －

投資有価証券評価損 136

その他 86

特別損失合計 700

税金等調整前四半期純利益 1,156

法人税、住民税及び事業税 1,232

法人税等調整額 △317

法人税等合計 914

少数株主損益調整前四半期純利益 242

少数株主利益 596

四半期純利益又は四半期純損失（△） △353
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(3)　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　 （単位：百万円）

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 　

税金等調整前四半期純利益 1,156

減価償却費 6,148

のれん償却額 1,316

減損損失 －

受取利息及び受取配当金 △118

先物運用損益（△は益） －

支払利息 1,073

固定資産売却損益（△は益） △1

投資有価証券評価損益（△は益） 136

固定資産除却損 477

売上債権の増減額（△は増加） 4,356

たな卸資産の増減額（△は増加） △472

仕入債務の増減額（△は減少） △823

未払消費税等の増減額（△は減少） △110

その他 222

小計 13,361

法人税等の支払額 △1,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,653

投資活動によるキャッシュ・フロー 　

利息及び配当金の受取額 166

先物金融商品等の売買による収入及び支出（△は支

出）
－

有価証券の取得による支出 △24

有価証券の売却による収入 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,478

有形及び無形固定資産の売却による収入 18

工事負担金等受入による収入 47

貸付けによる支出 △94

貸付金の回収による収入 707

差入保証金の差入による支出 －

差入保証金の回収による収入 －

その他 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,681
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　 （単位：百万円）

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー 　

利息の支払額 △1,081

短期借入金の純増減額（△は減少） △9,866

リース債務の返済による支出 △837

長期借入れによる収入 13,477

長期借入金の返済による支出 △14,237

社債の発行による収入 7,876

社債の償還による支出 △4,734

少数株主からの株式買取による支出 △1

自己株式の増減額（△は増加） △6

配当金の支払額 △281

少数株主への配当金の支払額 △209

その他 △191

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,120

現金及び現金同等物の期首残高 10,501

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
　5,380
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

 
前第２四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第

18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ10百万円減少し、税金等調整前四半期純利

益が87百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変

動額は150百万円であります。

　

表示方法の変更

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　

簡便な会計処理

 
前第２四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

固定資産の減価償却費の算定

方法

定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。

　

四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

      該当事項はありません。
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は 103,615百万円で

あります。

２．偶発債務

(1）次のとおり保証予約を行っております。

借入債務   

㈱ＴＯＫＡＩ共済会 1,371百万円

その他　 9百万円

　

(2）受取手形割引高 91百万円

(3）当社が販売した分譲マンションの耐震強度不足事

象の発生について

　当社が平成15年に販売した静岡市内所在のマン

ションについて、平成19年４月21日に耐震強度が建

築基準法の基準である 1.0を下回っていることが判

明しました。その後検討の結果、全戸を当社が買取

り、当該マンションを取り壊すことを区分所有者と

合意し、これに基づき当社は全戸買取り後、取り壊し

ました。

　これまでに区分所有者からの買取り費用や取壊し

費用を含めた諸費用が発生し、今後も発生する見込

みでありますが、今回の責任は、三井住友建設株式会

社（施工）、静岡市（建築確認）、株式会社サン設計

事務所（建築設計）、有限会社月岡彰構造研究所

（構造計算）他の関係者にあるものと判断し、上記

４者等を相手方として、当社が被った損害賠償請求

を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、係

争中であります。

しかしながら、一部の関係者が損失を負担できな

い可能性を考慮し、当社が負担する可能性のある129

百万円について第61期（自　平成19年４月１日　至　

平成20年３月31日）に特別損失として処理しまし

た。

なお、当第２四半期連結累計期間に大きな状況の

変化はありません。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１．当社グループの売上高はガス及び石油事業における

主力商品の需要が冬季に集中するなど著しい季節的変

動があります。

　　

※２．販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。

科目
金額
(百万円)

科目
金額
(百万円)

給料・手当 7,386賃借料 2,954
賞与引当金繰入
額

1,093
貸倒引当金繰入
差額

62

退職給付費用 447減価償却費 1,953
役員退職慰労引
当金繰入額

126のれん償却額 1,319

その他人件費 1,464その他の経費 4,973
手数料 6,201 計 27,984
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年９月30日現在)

現金及び預金勘定 5,871百万円

預入れ期間が３カ月を超え
る定期預金

△490 

現金及び現金同等物 5,380 

　

（株主資本等関係）

前第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 75,750千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 5,142千株

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 195百万円（親会社174百万円、連結子会社20百万円）

４．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額 (円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日

定時株主総会決議
普通株式 282 4.0

平成22年

３月31日

平成22年

６月30日
利益剰余金

  (2) 基準日が前第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が前第２四半期連結会計期間

末後になるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額 (円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月28日

取締役会決議
普通株式 282 4.0

平成22年

９月30日

平成22年

11月30日
利益剰余金
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セグメント情報

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもののうち、主要なも

のであります。　

当社は、商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ガス及

び石油事業」、「建築及び不動産事業」、「ＣＡＴＶ事業」及び「情報及び通信サービス事業」の４つを報

告セグメントとしております。

「ガス及び石油事業」は、液化石油ガス・液化天然ガス・その他高圧ガス及び石油製品の販売、都市ガス

の供給、関連商品の販売、関連設備・装置の建設工事、飲料水の製造及び販売、セキュリティ等の事業を行っ

ております。「建築及び不動産事業」は、住宅等の建築、不動産の開発・販売及び賃貸、住宅設備機器等の建

築用資材・機器の販売、建物等の附帯設備・装置の建築工事等の事業を行っております。「ＣＡＴＶ事業」

は、放送、ＣＡＴＶ網によるインターネット等の事業を行っております。「情報及び通信サービス事業」は、

コンピューター用ソフト開発、情報処理、インターネット接続、通信機器販売及び代理店業務等の事業を行っ

ております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
　

  前第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日）　

　                                                                                       （単位：百万円）   

　

報告セグメント　
その他

（注）　
合計　ガス及び

石油　

建築及び

不動産　
ＣＡＴＶ

情報及び通

信サービス
計　

売上高        

外部顧客への

売上高
42,7176,59110,97716,89777,1843,10380,288

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

82 597 433 1,550 2,664 51 2,715

　　　計 42,7997,18911,41118,44879,8483,15583,003

　セグメント利益又は

損失（△）
345 221 1,530 1,984 4,082 △394 3,688

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事

業、バルブ事業、保険事業等を含んでおります。
 
３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

      

    前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）　

　                                         （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 4,082

「その他」の区分の利益 △394

セグメント間取引消去 72

全社費用（注） △1,277

四半期連結損益計算書の営業利益 2,484

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

該当事項はありません。

　

（追加情報）　

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第　20号  平成20年３月21日）を適用しております。　

　

（有価証券関係）

保有目的の変更

　平成21年度末（平成22年３月31日）に売買目的で保有していた有価証券は1,183百万円ありましたが、前連結会

計年度の組織変更でトレーディング部門を廃止したことに伴い、その保有目的が売買目的でなくなったため、全

ての「有価証券」を平成22年４月１日付で「投資有価証券」（その他有価証券）に振り替えました。

　

（デリバティブ取引関係）

（追加情報）

前連結会計年度より、液化石油ガスの仕入価額変動リスクを一定の範囲内でヘッジするための体制を整備

し、コモディティスワップ、為替予約のうち従来ヘッジ要件を満たさなかったもの及び通貨オプションについ

ては、ヘッジ要件を満たすこととなりましたのでヘッジ会計を適用しております。　

　

EDINET提出書類

株式会社ザ・トーカイ(E03063)

半期報告書

58/82



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

前第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

１株当たり純資産額 176円86銭

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 5円1銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期純損失であるため、記載しておりません。　

  （注）１株あたり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額
 

四半期純利益又は四半期純損失（△）

（百万円）
△353

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円）
△353

普通株式の期中平均株式数（千株） 70,617

  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（百万円） －

（うち連結子会社の潜在株式に係る四半期純利

益調整額）
(－)

普通株式増加数（千株） －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－
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（重要な後発事象）

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

（株式取得による会社等の買収）　

　  当社の連結子会社である株式会社ビック東海は、平成22年11月１日開催の取締役会において、株式会社ドリーム

　ウェーブ静岡の株式取得を決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。

  株式取得に関する事項の概要は以下のとおりであります。　

    (1) 株式取得の目的

  ケーブルテレビ事業者への資本参加による事業領域の拡大の一環

　  (2) 株式取得の相手会社の名称

  鈴与ホールディングス株式会社、鈴与商事株式会社、鈴与システムテクノロジー株式会社  他12社　　

　  (3) 株式取得会社の概要（平成22年３月期）

  ①商号　         ：株式会社ドリームウェーブ静岡          

  ②事業内容       ：有線テレビジョン放送事業、電気通信事業        

  ③本店所在地     ：静岡県静岡市清水区中之郷二丁目１番５号           

  ④代表者の氏名   ：代表取締役会長  鈴木  與平

                     代表取締役社長  中田  守                              　

  ⑤資本金の額     ：  684百万円

  ⑥純資産　       ：  704百万円

  ⑦総資産         ：1,898百万円　　

　  (4) 株式取得の時期

  平成22年11月29日（予定）            　

　  (5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率　

  ①取得する株式の数  ：23,366株　

  ②取得価額          ：1,722百万円   

  ③取得後の持分比率  ：40.1％ 

    なお、上記の他、鈴与ホールディングス株式会社が保有する2,721株については、平成23年９月以降に取

　得する予定であります。
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２【中間財務諸表等】
（１）【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,773 1,521

受取手形 1,165 999

売掛金 13,087 10,170

たな卸資産 7,119 6,741

その他 ※3
 9,369

※3
 7,269

貸倒引当金 △394 △383

流動資産合計 35,120 26,317

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 14,574 14,369

機械及び装置（純額） ※4
 12,329

※4
 11,714

土地 19,874 19,824

リース資産（純額） 5,426 6,261

その他（純額） 4,270 4,151

有形固定資産合計 ※1、※2
 56,475

※1、※2
 56,321

無形固定資産 6,360 5,817

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 3,626

※2
 3,605

親会社株式 － 20,895

関係会社株式 ※2
 13,409 1,411

その他 8,415 7,746

貸倒引当金 △421 △387

投資その他の資産合計 25,030 33,270

固定資産合計 87,866 95,409

繰延資産

社債発行費 97 82

繰延資産合計 97 82

資産合計 123,083 121,809
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,020 1,684

買掛金 6,612 4,998

短期借入金 ※2、※6
 29,922

※2、※6
 27,228

1年内償還予定の社債 1,980 1,890

リース債務 1,208 1,513

未払法人税等 135 78

引当金 731 779

資産除去債務 4 －

その他 ※4
 9,841

※4
 6,746

流動負債合計 52,457 44,919

固定負債

社債 5,300 4,400

長期借入金 ※2、※6
 37,588

※2、※6
 36,651

リース債務 5,486 6,011

引当金 1,126 1,087

資産除去債務 86 87

その他 ※4
 3,594

※4
 3,418

固定負債合計 53,182 51,655

負債合計 105,640 96,574

純資産の部

株主資本

資本金 14,004 14,004

資本剰余金

資本準備金 56 211

その他資本剰余金 2,151 309

資本剰余金合計 2,207 521

利益剰余金

利益準備金 56 84

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,580 964

利益剰余金合計 1,636 1,049

自己株式 △135 －

株主資本合計 17,714 15,575

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △544 9,888

繰延ヘッジ損益 25 △229

評価・換算差額等合計 △518 9,658

新株予約権 248 －

純資産合計 17,443 25,234

負債純資産合計 123,083 121,809
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②【中間損益計算書】
（単位：百万円）

当中間会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 ※1
 51,918

売上原価 33,336

売上総利益 18,581

販売費及び一般管理費 ※6
 19,020

営業損失（△） △438

営業外収益 ※2
 785

営業外費用 ※3
 696

経常損失（△） △349

特別利益 ※4
 300

特別損失 ※5
 532

税引前中間純損失（△） △582

法人税、住民税及び事業税 32

法人税等調整額 △309

法人税等合計 △277

中間純損失（△） △305
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

当中間会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 14,004

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 14,004

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 56

当中間期変動額

資本準備金の積立 155

当中間期変動額合計 155

当中間期末残高 211

その他資本剰余金

当期首残高 2,151

当中間期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,550

資本準備金の積立 △155

自己株式の消却 △135

当中間期変動額合計 △1,841

当中間期末残高 309

資本剰余金合計

当期首残高 2,207

当中間期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,550

自己株式の消却 △135

当中間期変動額合計 △1,686

当中間期末残高 521

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 56

当中間期変動額

利益準備金の積立 28

当中間期変動額合計 28

当中間期末残高 84

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 1,580

当中間期変動額

剰余金の配当 △282

利益準備金の積立 △28

中間純利益 △305

当中間期変動額合計 △615

当中間期末残高 964
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（単位：百万円）

当中間会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

利益剰余金合計

当期首残高 1,636

当中間期変動額

剰余金の配当 △282

中間純損失（△） △305

当中間期変動額合計 △587

当中間期末残高 1,049

自己株式

当期首残高 △135

当中間期変動額

自己株式の消却 135

当中間期変動額合計 135

当中間期末残高 －

株主資本合計

当期首残高 17,714

当中間期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,550

剰余金の配当 △282

中間純損失（△） △305

自己株式の消却 －

当中間期変動額合計 △2,138

当中間期末残高 15,575

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △544

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

10,433

当中間期変動額合計 10,433

当中間期末残高 9,888

繰延ヘッジ損益

当期首残高 25

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△255

当中間期変動額合計 △255

当中間期末残高 △229

評価・換算差額等合計

当期首残高 △518

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

10,177

当中間期変動額合計 10,177

当中間期末残高 9,658
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（単位：百万円）

当中間会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

新株予約権

当期首残高 248

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△248

当中間期変動額合計 △248

当中間期末残高 －

純資産合計

当期首残高 17,443

当中間期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △1,550

剰余金の配当 △282

中間純損失（△） △305

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

9,929

当中間期変動額合計 7,790

当中間期末残高 25,234
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【重要な会計方針】

項目
当中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券　

　満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）

　子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

その他有価証券及び親会社株式

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

　時価のないもの

移動平均法による原価法

 (2）デリバティブ　

時価法

 (3）たな卸資産 

 　 先入先出法による原価法、ただし、販売用不動産及び仕掛工事については個別原価法

によっております。

  また、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によりそ

れぞれ算出しております。 

２．固定資産の減価償却の方

法

　

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、賃貸を主目的とする（ＴＯＫＡＩビルを含む）有形固定資産及び平

成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに通信関連設備は定

額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物   　　   15～50年

機械及び装置  13～15年　

 (2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法。 

　のれんについては投資効果の発現する期間（主に５年）にわたり償却しております。

　また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。　

　 (3）長期前払費用

定額法　　
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項目
当中間会計期間　

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

 (4）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

３．繰延資産の処理方法　 社債発行費は定額法（償還期間）により償却しております。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

５．引当金の計上基準　 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(2）賞与引当金

  従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し

ております。

(3）役員退職慰労引当金

役員等の退職慰労金の支払いに備えるため、取締役等退職慰労金規程及び監査役退

職慰労金規程（内規）に基づく中間期末要支給見込額を計上しております。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

（13～15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。　

（追加情報）

　当社は平成23年７月１日付で適格退職給付年金制度を廃止し、退職給付制度の一部を

確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。本移行により、特別利益と

して退職給付制度改定益39百万円を計上しております。　
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項目
当中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

６．収益及び費用の計上基準

　

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

  　当中間会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。　

７．ヘッジ会計の方法　 (1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、金利スワップについては特例処理を行っており、また、外貨建金銭債務に付さ

れている金利通貨スワップについては振当処理を行っております。　

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

　　金利スワップ、金利通貨スワップ、為替予約、通貨オプション、コモディティスワップ　

 (ヘッジ対象） 

　　借入金、液化石油ガスの仕入価格

(3）ヘッジ方針

当社における資金管理施規定のリスク管理を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象

に係る金利変動リスク、為替変動リスク及び液化石油ガスの仕入価格変動リスクを一

定の範囲内でヘッジしております

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変

動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。た

だし、特例処理の要件を満たす場合及び振当処理を行っている場合は有効性の評価を

省略しております。　

８．その他中間財務諸表作成

のための重要な事項　

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております

 

【会計方針の変更】

該当事項はありません。　

　

【表示方法の変更】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当中間会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

  当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　　　　　　　　　
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【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年３月31日）

当中間会計期間
（平成23年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は44,932百万円であ

ります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は46,442百万円であ

ります。

※２．このうち、次のとおり借入金の担保に供しておりま

す。

※２．このうち、次のとおり借入金の担保に供しておりま

す。

種類
金額

（百万円）

担保資産  

有形固定資産 23,997
建物 9,595
機械及び装置 29
土地 14,322
その他 50
投資有価証券 1,824
関係会社株式 1,676

計 27,498

内容
金額

（百万円）

担保資産に対応する債務  

長期借入金
（１年以内返済予定分を含みます）

16,550

計 16,550

種類
金額

（百万円）

担保資産  

有形固定資産 23,654
建物 9,342
機械及び装置 31
土地 14,241
その他 38
投資有価証券 4,877

計 28,532

内容
金額

（百万円）

担保資産に対応する債務  

長期借入金
（１年以内返済予定分を含みます）

17,177

計 17,177

上記の有形固定資産のうち工場財団を組成しているもの 上記の有形固定資産のうち工場財団を組成しているもの

種類 金額（百万円）
建物 812
機械及び装置 29
土地 6,954
その他 50

計 7,846

種類 金額（百万円）
建物 773
機械及び装置 31
土地 6,871
その他 38

計 7,715

※３．債権流動化による売渡し債権（受取手形及び売掛債

権）のうち支払留保されたものが3,217百万円ありま

す。

※４．セールアンド割賦バック取引による購入資産で所有

権が売主に留保されたものがあります。

帳簿価額の内訳 機械及び装置 1,865百万円

対応する債務 流動負債　その他 400　

　 固定負債　その他 1,200　

※３．債権流動化による売渡し債権（受取手形及び売掛債

権）のうち支払留保されたものが1,265百万円ありま

す。

※４．セールアンド割賦バック取引による購入資産で所有

権が売主に留保されたものがあります。

帳簿価額の内訳 機械及び装置 1,798百万円

対応する債務 流動負債　その他 400　

　 固定負債　その他 1,000　
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前事業年度
（平成23年３月31日）

当中間会計期間
（平成23年９月30日）

５．偶発債務

(1) 次のとおり債務保証及び保証予約を行っておりま

す。

借入債務  

東海造船運輸㈱ 　1,355百万円

㈱ＴＯＫＡＩ共済会 911

東海ガス㈱ 658

トーカイシティサービス㈱

未払債務

　㈱システム東名

80

　

161

計 3,165

　　

５．偶発債務

(1) 次のとおり債務保証及び保証予約を行っておりま

す。

借入債務  

東海造船運輸㈱ 378百万円

㈱ＴＯＫＡＩ共済会 796

東海ガス㈱ 546

計 1,720

また、当社は取引銀行４行との間に特約書を締結し

ており、㈱ＴＯＫＡＩホールディングスの連結決算に

おいて、２期連続で経常赤字となった場合、同社が銀行

に対して負担する債務について、当社、㈱ビック東海

（平成23年10月１日付けをもって㈱ＴＯＫＡＩコミュ

ニケーションズに商号変更）及び東海ガス㈱の３社で

連帯保証することになっております。

平成23年９月末の対象となる債務は以下のとおりで

あります。

㈱ＴＯＫＡＩホールディングス

　

20,000百万円

　

(2) 当社が販売した分譲マンションの耐震強度不足事象

の発生について

　当社が平成15年に販売した静岡市内所在のマンショ

ンについて、平成19年４月21日に耐震強度が建築基準

法の基準である1.0を下回っていることが判明しまし

た。その後検討の結果、全戸を当社が買取り、当該マン

ションを取り壊すことを区分所有者と合意し、これに

基づき当社は区分所有者から全戸買取り後、取り壊し

ました。

  これまでに区分所有者からの買取り費用や取壊し費

用を含めた諸費用が発生し、今後も発生する見込みで

ありますが、今回の責任は、三井住友建設株式会社（施

工）、静岡市（建築確認）、株式会社サン設計事務所

（建築設計）、有限会社月岡彰構造研究所（構造計

算）他の関係者にあるものと判断し、上記４者等を相

手方として、当社が被った損害賠償請求を平成19年12

月25日静岡地方裁判所に提起し、係争中であります。

　しかしながら、一部の関係者が損失を負担できない可

能性を考慮し、当社が負担する可能性のある129百万円

について第61期（自  平成19年４月１日  至  平成20

年３月31日）に特別損失として処理しました。

　なお、当事業年度に大きな状況の変化はありません。　

(2) 当社が販売した分譲マンションの耐震強度不足事象

の発生について

当社が平成15年に販売した静岡市内所在のマンショ

ンについて、平成19年４月21日に耐震強度が建築基準

法の基準である1.0を下回っていることが判明しまし

た。その後検討の結果、全戸を当社が買取り、当該マン

ションを取り壊すことを区分所有者と合意し、これに

基づき当社は区分所有者から全戸買取り後、取り壊し

ました。

これまでに区分所有者からの買取り費用や取壊し費

用を含めた諸費用が発生し、今後も発生する見込みで

ありますが、今回の責任は、三井住友建設株式会社（施

工）、静岡市（建築確認）、株式会社サン設計事務所

（建築設計）、有限会社月岡彰構造研究所（構造計

算）他の関係者にあるものと判断し、上記４者等を相

手方として、当社が被った損害賠償請求を平成19年12

月25日静岡地方裁判所に提起し、係争中であります。

しかしながら、一部の関係者が損失を負担できない

可能性を考慮し、当社が負担する可能性のある129百万

円について第61期（自  平成19年４月１日  至  平成

20年３月31日）に特別損失として処理しました。

なお、当中間会計期間に大きな状況の変化はありま

せん。　
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前事業年度
（平成23年３月31日）

当中間会計期間
（平成23年９月30日）

※６．平成21年度に組成した 9,000百万円（平成23年３月

末残高7,740百万円）のシンジケートローン契約に財

務制限条項がついており、その特約要件は次のとおり

となっております。

（1） 借入人の平成22年３月に終了する決算期及びそれ

以降の各決算期の末日における借入人の連結の貸借

対照表における純資産の部の金額が、平成21年３月

決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表に

おける純資産の部の金額の70パーセント以上である

こと

（2） 借入人の平成22年３月に終了する決算期及びそれ

以降の各決算期の末日における借入人の連結の損益

計算書上の営業損益に関して営業損失を計上してい

ないこと

※６．平成21年度に組成した 9,000百万円（平成23年９月

末残高7,110百万円）のシンジケートローン契約に財

務制限条項がついており、その特約要件は次のとおり

となっております。

（1） 借入人の平成22年３月に終了する決算期及びそれ

以降の各決算期の末日における借入人の連結の貸借

対照表における純資産の部の金額が、平成21年３月

決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表に

おける純資産の部の金額の70パーセント以上である

こと

（2） 借入人の平成22年３月に終了する決算期及びそれ

以降の各決算期の末日における借入人の連結の損益

計算書上の営業損益に関して営業損失を計上してい

ないこと　
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（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※１. 当社グループの売上高はガス及び石油事業における主力商品の需要が冬季に集中するなど著しい季節的変動があ

ります。

※２．営業外収益のうち主要な費目及び金額

受取利息 25百万円

受取配当金 437　

　

※３．営業外費用のうち主要な費目及び金額

支払利息 596百万円

社債利息 32　

 

※４．特別利益のうち主要な費目及び金額

新株予約権戻入益 248百万円

　

※５．特別損失のうち主要な費目及び金額

固定資産除却損 447百万円

　なお、固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。　

無形固定資産（のれん） 224百万円

機械及び装置 141 

建物 28 

有形固定資産　その他 52 

計 447 

　

※６．減価償却実施額

有形固定資産  2,252百万円

無形固定資産 1,139　

　計 3,391　
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成23年４月１日　至平成23年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式（注） 258 ― 258 ―

合計 258 ― 258 ―

（注）自己株式の数の減少は、消却による減少258千株であります。

　　

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成22年４月１日
    至　平成23年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成23年４月１日
    至　平成23年９月30日）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

(ア）有形固定資産

　主に液化石油ガス事業における供給設備でありま

す。

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

(ア）有形固定資産

　同左

(イ）無形固定資産

ソフトウェアであります。

(イ）無形固定資産

同左

②　リース資産の減価償却の方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

②　リース資産の減価償却の方法

　同左

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は次のとおりであります。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物 619 544 74
機械及び装置 11,7877,637 4,149
車両運搬具 679 547 132
工具、器具及び
備品

819 644 174

ソフトウェア 892 669 223
計 14,79810,0434,755

　

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

建物 619 560 59
機械及び装置 10,6737,088 3,584
車両運搬具 504 431 73
工具、器具及び
備品

619 496 123

ソフトウェア 838 700 138
計 13,2569,276 3,979

　
(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 1,541百万円

１年超 3,600

計 5,142

１年以内 1,303百万円

１年超 3,016

計 4,320
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前事業年度
（自　平成22年４月１日
    至　平成23年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成23年４月１日
    至　平成23年９月30日）

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 2,166百万円

減価償却費相当額 1,870

支払利息相当額 213

支払リース料 894百万円

減価償却費相当額 771

支払利息相当額 82

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に

よっております。

(5）利息相当額の算定方法

　同左

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のも

のに係る未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のも

のに係る未経過リース料

１年内 232百万円

１年超 333

計 566

１年内 453百万円

１年超 967

計 1,421

　

（有価証券関係）

当中間会計期間（平成23年９月30日）

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式1,179百万円、関連会社株式232百万円）は市場価

格がなく、時価を把握することが困難と認められることから、記載しておりません。

　

　

（資産除去債務関係）

前事業年度（平成23年３月31日） 

　　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
　

当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高 85百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 5  

時の経過による調整額 1  

その他増減額（△は減少） △1  

当会計年度末残高 91  

当中間会計期間（平成23年９月30日） 

　　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
　

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高 91百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 －  

時の経過による調整額 0  

資産除去債務の履行による減少額（△） △4 　

その他増減額（△は減少） －  

当中間会計期間末残高 87  
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（１株当たり情報）

　
当中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり中間純損失金額（△） △4円32銭

（算定上の基礎） 　

中間純損失金額（百万円） △305

普通株主に帰属しない金額（百万円）  ―

普通株式に係る中間純損失金額

（百万円）
△305

普通株式の期中平均株式数（千株） 70,586

　（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失金額であり、潜在株式が存在し

　　　　ないため記載しておりません。

　

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当中間会計期間

（平成23年９月30日）

１株当たり純資産額 243円61銭 357円50銭
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（重要な後発事象）

当中間会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１．（吸収分割による事業譲渡） 

当社は、平成23年７月28日開催の取締役会において、平成23年10月１日を効力発生日として、当社の電気通信事業及び

それに付帯する事業の一部を吸収分割により、株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（旧社名　株式会社ビック東

海、平成23年10月１日商号変更）に譲渡することを決議し、同日、承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしました。

当該吸収分割契約に基づき、平成23年10月１日付で吸収分割を完了いたしました。　

(1)吸収分割に関する事項の概要　

①対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称：当社の電気通信事業及びそれに付帯する事業の一部

事業の内容：静岡県内のＩＳＰ事業、企業間通信事業、モバイル事業

②吸収分割の日程

吸収分割承認取締役会　
平成23年７月28日

　

吸収分割契約締結　
平成23年７月28日

　

吸収分割効力発生日　
平成23年10月１日

　

③企業結合の法的形式　

当社を分割会社、株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズを承継会社とする吸収分割

④その他取引の概要に関する事項

グループの情報通信事業の経営資源やノウハウを一体的に運営できる組織体制とするため。　

(2)実施した会計処理の概要　

「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号改正平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成20年12月26日）に基づき、株式会社ＴＯ

ＫＡＩホールディングスを親会社とする共通支配下の取引として会計処理しております。

　

２．（決算日後に法人税等の変更があった場合のその内容及び影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より施行されることに伴

い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当中間会計期間の39.7％から、平成24年４月１日

以降平成27年３月31日までに解消が見込まれるものについては37.2％に、平成28年４月１日以降に解消が見込まれるも

のについては34.8％にそれぞれ変更されます。

この変更による影響額は軽微であります。　

 

（２）【その他】

　平成23年10月25日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………303百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………４円３銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年11月30日

（注）　平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第６【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】

当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の７第１項の適用がありません。

２【その他の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度（第64期）（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）　平成23年６月30日　東海財務局長に提出　

(2)内部統制報告書及びその添付書類　

平成23年６月30日　東海財務局長に提出

(3)臨時報告書

平成23年４月１日　東海財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社又は特定子会社の異動）及び第４号（主要株

主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

平成23年７月28日　東海財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（吸収分割）の規定に基づく臨時報告書であります。

(4)臨時報告書の訂正報告書

 　平成23年11月11日　東海財務局長に提出

 　　平成23年７月28日提出の臨時報告書にかかる訂正報告書であります。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

　 平成23年12月９日

株式会社　ザ・トーカイ
 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 篠原　孝広　　印 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 谷津　良明　　印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ザ・トーカイの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成23年４

月１日から平成23年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作

成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、

これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財

務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の

表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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中間監査意見

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ザ・トーカイ及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 　　

EDINET提出書類

株式会社ザ・トーカイ(E03063)

半期報告書

81/82



 独立監査人の中間監査報告書  

 

平成23年12月９日

株式会社　ザ・トーカイ
 取　締　役　会　　御　中  

 

 有限責任監査法人トーマツ 　

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 篠原　孝広　　印 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 谷津　良明　　印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ザ・トーカイの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（平成23年４月

１日から平成23年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計

算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情

報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中

間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損

なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき

中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の

重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及

び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す

る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ザ・トーカイの平成23年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成23年４月１

日から平成23年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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